
記者発表資料

平成２３年 ５月１６日

仙 台 河 川 国 道 事 務 所

２０１１路上工事抑制カレンダーを作成しました

仙台河川国道事務所で管理する宮城県内の一般国道４号、６号、４５
号、４７号、４８号及び１０８号において、路上工事抑制日をカレンダ
ーに明示することにより、路上工事を減らす取り組みを行ってきました。

今年度においても、道路利用者が少しでも道路を快適に利用できるよ
う工事抑制日を設定して取り組みを行います。

また、交通量が多い仙台市内（作並地区を除く。）と景勝地である松
島町において、年間を通して昼間の工事を抑制します。

仙台市作並地区及び大崎市鳴子地区においても季節によって路上工事
抑制日を設けています。

① カレンダーの対象区間

仙台河川国道事務所の管理区間は宮城県全体にわたっています。そのため、

地域ごとに特性がありますが、以下の考え方から対象区間を設定し、取り組

みを行うこととしました。

Ⅰ 仙台河川国道事務所（管内共通）

・毎週日曜日、祝日、ゴールデンウィーク、お盆を含む帰省の時期と帰

省時期の前後、９月の連休、年末年始、３月の連休は、道路利用者の

増加が見込まれるため。

Ⅱ 仙台市（作並地区を除く）・松島町

・仙台市や多くの観光客が訪れる景勝地松島町については、交通量が年

間を通して多い。

・仙台市における観光イベント開催日は多くの観光客が訪れるため道

路利用者の増加が見込まれるため。

Ⅲ 仙台市作並地区（仙台市青葉区熊ヶ根「熊ヶ根橋」から山形県境まで

の一般国道４８号）

・さくらんぼ狩りのシーズンにおいて、交通量の増加が見られるため。

・紅葉のシーズンにおいて、交通量の増加が見られるため。



Ⅳ 大崎市鳴子地区（大崎市古川一般国道４号交差点から山形県境までの

一般国道４７号）

・紅葉のシーズンにおいて、交通量の増加が見られるため。

② 路上工事を抑制する日について

１ 宮城県内全域で共通して路上工事を抑制する日

ⅰ 昼夜とも抑制する日

・毎週日曜日、祝日

・ゴールデンウィーク ４月２９日から ５月 ８日まで

・お盆を含む帰省の時期 ８月 ６日から ８月１５日まで

・９月の連休 ９月２３日から ９月２５日まで

・年末年始 １２月２３日から １月 ３日まで

ⅱ 昼だけ抑制する日

・お盆を含む帰省時期の前後８月１日から８月５日まで、８月１６日

・３月の連休 ３月１９日

２ 地区独自に昼間の路上工事を抑制する日

Ⅱ 仙台市（作並地区を除く）・松島町

・仙台市と松島町については、年間を通し昼間の工事を抑制する。

Ⅲ 仙台市作並地区
・さくらんぼ狩りシーズンである６月１７日から７月８日までの金曜

日、６月１８日から７月１６日までの土曜日昼間の工事を抑制する。

・紅葉シーズンである１０月２１日から１１月１１日までの金曜日、
１０月２２日から１１月１２日までの土曜日昼間の工事を抑制する。

Ⅳ 大崎市鳴子地区
・紅葉シーズンである１０月 ８日から１１月１２日までの土曜日、

１０月１７日から１１月１１日までの平日昼間の工事を抑制する。

３ 地区独自に昼夜とも路上工事を抑制する日

Ⅱ 仙台市（作並地区を除く）・松島町

①仙台市（作並地区を除く）におけるイベント開催日

・８月５日から８月８日まで（仙台七夕花火祭・仙台七夕まつり）

・９月１０日から９月１１日まで（定禅寺ストリートジャズフェステ

ィバル）

・１０月８日から１０月９日まで（みちのくＹＯＳＡＫＯＩまつり）



ただし、災害復旧に伴う工事、緊急を要する路上工事、施工上やむを得ない

路上工事等については、路上工事抑制期間中であっても実施する場合がありま
すので、ご了承下さい。
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